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1. はじめに 

 ⽇本において地⽅創⽣や東京⼀極集中の是正は⻑年の重要課題であり、特に⼈⼝減少局

⾯に⼊ってからは、地⽅の存続⾃体の危うさがリアリティを持って感じられるようになっ

たことで、危機感は⾮常に強いものとなっている。 

そのような中で、政府はさまざまな施策を⾏なっているが、第 2 期まち・ひと・しごと

創⽣総合戦略ではまず仕事を地⽅に作ることを重要視し、地⽅の経済的繁栄を⽬指して⽬

指すべき将来として「外から稼ぐ⼒を⾼めるとともに、地域内経済循環を実現する」とあ

るように地域内経済循環の考えが挙げられている。 

この地域内経済循環を促すための伝統的な⼿法として、地域通貨の活⽤がある。ある地

域だけでしか使えない通貨を作り、その地域内でのお⾦の循環を促進し、地域経済を発展

させていこうというものであり、これまでに数多の地域通貨が誕⽣している。 

しかし、⽇本における地域通貨の取り組みは失敗することが多いのが実情であり、デジ

タル化や価値観の多様化もすすみ、社会のあり⽅が急速に変わっていく中で、地域通貨の

あり⽅も変わっていく必要があると考えられる。それは単にデジタル化するというだけで

はなく、⽬的のところから再考することで、真に市⺠に求められるものとなると考えられ

る。 

そのような中、⻑期化するコロナ禍において、⼈とのつながりのあり⽅、コミュニケー

ションのあり⽅が⼤きく変わってゆく中で、⼈々の孤独・孤⽴の問題が近年様々な国で政

策課題として取り上げられるようになった。 

しかし、孤独・孤⽴というものの対策は国が⼀⽅的に⾏なってうまくいくような性質の

ものではない。そもそも周囲とのつながりがない、居場所がない、助けを求められない、

という問題に対して、国が⼈と⼈との個⼈的関係に介⼊するのは難しく、全ての⼈の居場

所を作って救おうとしてもリソース的に不可能である。 

従来、⼈とのつながりや居場所を作ってきたのは地域社会であった。しかし、地域のつ

ながりが薄くなり、⼈々の価値観も変容し、デジタル化の進⾏で地理的な制約が取り払わ

れつつある現状において、従来のつながりをただ復活させることは良い選択肢ではない。

新たな形の地域のつながりを⾒出すことが必要なのである。それが地域の魅⼒を⾼めるこ

とにつながり、ひいては地⽅創⽣につながることとなる。 

このような点を踏まえて地域通貨について考えると、現在、地域通貨は地域経済循環を

促す⼿段として扱われることが多いが、過去には「⾒えなかった貢献を可視化する」とい

う役割を担うものも多く、それらは地域のつながりに貢献することを⽬的とされていた。 

本稿では、デジタル化等で地域通貨のあり⽅も⼤きく変わっていく中で、新たな地域通
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貨のあり⽅として、従来の役割を再評価し、地域のつながりの構築、孤独・孤⽴対策の⼿

段としてのあり⽅を提案する。 

本稿の構成は以下の通りである。まず第２章において、地域通貨の歴史を整理し、地域

通貨の⽬的が変わってきたことや、近年の地域通貨を取り巻く環境の変化を確認する。次

に第 3章で⽇本や世界の孤独・孤⽴対策政策の現状を整理し、政策的な課題を確認した

後、居場所づくりの⼀環として地域の課題解決があるのではという点について述べる。そ

れらを踏まえ、第 4章では新たな地域通貨の可能性について提案する。 

 

 

2. 地域通貨の歴史 

2.1. 地域通貨の歴史の概観 
 

 第 2章では、地域通貨の歴史について振り返ることとする。⽇本において、地域通貨は

21 世紀初頭から急激に広まり始め、2005 年ごろにそのピークを迎えることとなった。図

2-1 にあるように、その後は稼働している地域通貨は徐々に減少し、近年は微減しつつも

安定している状況である。 

 

図 2-1 ⽇本における地域通貨稼働数の推移 

 
出所：泉・中⾥(2021) 

 

 また、メディア等で取り上げられる機会も 2000 年代前半には多くあり、図 2-2 に⽰さ

れているように最盛期には主要全国紙において 1 年にのべ 500回以上と、1 ⽇ 1回以上ど

こかで取り上げられていたが、稼働数が下⽕になるに従って注⽬度も減少し、現在は 1 年

にのべ 100回程度となっている。 
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図 2-2 主要全国紙における地域通貨に関する記事数の推移 

 

出所：泉・中⾥(2021) 

 

 また、時代の流れに従い、地域通貨の性質も変化している。表 2-1 は地域通貨の換⾦性

の有無の調査結果の推移、表 2-2 は地域通貨の発⾏主体の推移である。これらの表からわ

かるように、当初は換⾦性を持たないものが主流であったが、現在は換⾦性を持つものが

主流となっている。また、発⾏主体についても当初は市⺠団体・NPOがほとんどであっ

たが、近年ではその割合が低下し、発⾏主体の多様化が進んでいる。 

 

表 2-1 地域通貨の換⾦性の有無⽐率の推移 

 
出所：泉・中⾥(2021) 

 

表 2-2 地域通貨の発⾏主体割合の推移 

 
出所：泉・中⾥(2017) 
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 次節では、地域通貨の歴史を黎明期・発展期・成熟期にわけ、⽬的や性質の変化を詳し

く⾒ていくこととする。 

 

2.2. 地域通貨の歴史〜黎明期〜 
 

 本節では、2000 年ごろまでを地域通貨の黎明期として、その時期の⽇本における地域通

貨について詳しく確認する。この時期の地域通貨は、先⾏していた欧⽶の取り組みを模倣

して⾏われたものが多く、その⽬的としては、地域コミュニティの活性化や助け合いの促

進が多かったことが特徴として挙げられる。 

 ⽇本において参考にされることも多かった海外の地域通貨の例として、カナダの地域通

貨 LETSが挙げられる。図 2-3 は LETSの仕組みを⽰した図であるが、屋根の修理やコン

ピューターのレッスンなど、地域の中でのちょっとした困りごとや頼み事などを地域の中

の得意な⼈が⾏い、その貢献を可視化するものとして地域通貨が払われるといったもので

あった。 

図 2-3 カナダの地域通貨 LETSの仕組み 

 

出所：⻄部(2001) 

 

 表 2-3 は、⽇本における地域通貨黎明期の取り組みの抜粋である。最初に取り組んだの

は神奈川の⽣活クラブ⽣協であり、実験段階にとどまった。その後、愛媛や千葉など、各

地で海外の事例を参考にしながら地域通貨の導⼊が⾏われていった。 
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表 2-3 ⽇本における地域通貨黎明期の取り組み 

年 場所 名前など 

1991 ⽣活クラブ⽣協・神奈川 なし(実験のみ) 

1995 愛媛県 「だんだん」2005 年まで存続 

1999 千葉市 「ピーナッツ」LETSを模倣 

1999 滋賀県草津市 「おうみ」労働時間を貨幣換算 

出所：泉・中⾥(2017)より筆者作成 

 

2.3 地域通貨の歴史〜発展期〜 
 

 本節では、2000 年から 2006 年ごろまでの、⽇本において「地域通貨ブーム」が⽣じた

時期を発展期として振り返ることとする。この頃は各地において地域通貨が乱⽴した時期

であったが、2002 年ごろまでと、それ以降で若⼲性質が異なる。 

 2002 年ごろまでは黎明期の流れを汲んで地域の助け合い促進型の地域通貨が多かった

が、ちょうどこの頃、総務省や経済産業省(中⼩企業庁)が、地域通貨が地域経済の活性化

に利⽤できるのではと考え、地域通貨を促進する事業などを⾏った。表 2-4 はこの頃に⾏

政によって⾏われた施策をまとめたものである。 

 

表 2-4 発展期に⾏われた⾏政による施策 

年 主体 名前など 

2001 中⼩企業庁 地域通貨を活⽤した商店街等の活性化に関する調査 

2002 中⼩企業庁 地域通貨を活⽤した商店街等の活性化に関するモデル事業 

2003~ 総務省 新しい経済活動を伴う地域経済の活性化に関する研究会 、

地域通貨モデルシステム検討委員会 

 各⾃治体 地域通貨運営主体に対する補助⾦など 

出所：中⼩企業庁Webサイト、総務省資料などから筆者作成 

 

 若井・富⼭(2021)によると、このような⾏政の動きを受けて地⽅の商⼯会議所や商店街

が地域通貨に関⼼を寄せるようになり、地域経済活性化のための換⾦性のある地域通貨が

徐々に導⼊され始めたのである。この発展期が⽇本の地域通貨の性質の転換の⼤きなター

ニングポイントであった。 
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2.4. 地域通貨の歴史〜成熟期〜 
 

 ⾏政の後押しもあり 2000 年代前半に各地で設⽴された多数の地域通貨の多くは、短い

期間で終了することとなった。表 2-5 は設⽴年別の地域通貨の継続率を⽰した表である

が、2000 年代前半に設⽴された地域通貨の半数以上が数年で消滅し、2016 年まで残って

いるのは 5分の 1以下であることがわかる。 

 

表 2-5 設⽴年別地域通貨継続率 

 
出所：泉・中⾥(2017) 

 

 町井・⽮作(2018)によると、地域通貨が⻑期的に活動できない要因として、①発⾏・運

営にかかる経費負担、②利⽤者とのWin-Win関係構築の難しさ、③法律上の課題の 3点

が複合的に影響していると考えられる。 

 地域のコミュニティ促進を⽬的とした地域通貨は、①の経費負担が重⼤な課題として考

えられる。加盟店などにとっての経済的利益が少ないからである。また、地域経済循環を

⽬的とした地域通貨は、②の点に関して課題がある。特に、事業者側(加盟店側)の参加者

にとって地域通貨の使い道がなければ、「通貨」として流通することがなく、域内経済循

環を促す⽬的が⼗分に達成できないからである。 

また、地域通貨ブームの下⽕に伴い地域通貨に関する調査・研究も 2008 年ごろから減

少し、継続的に追っている資料もほとんどない状況である。また、2008 年以降は新規で⽴

ち上げられる地域通貨は少なくなっており、町井・⽮作(2018)によると、近年⽴ち上げら

れる地域通貨のほとんどは地域経済活性化を⽬的としたものである。 

 ここまで、地域通貨の歴史について確認した。地域通貨が⾏政の後押しもあり 2000 年

代前半に乱⽴したが、短期間で消滅したものも多かった点、地域通貨の⽬的が当初は地域
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のつながりを促進する、地域内での貢献を可視化する、といったものであったが、徐々に

地域経済循環の促進、といったものに変わってきた点などを述べた。 

 次節では、デジタル化により地域通貨を取り巻く環境が近年変わってきており、地域通

貨のとりうる形が広がっていることについて述べる。 

 

2.5. デジタル化による新たな形 
 

 昨今、決済⼿段のデジタル化が進んでおり、地域通貨においても、近年発⾏されるもの

は紙ではなくデジタル技術を⽤いたものが多くなっている。図 2-4 は⽇本におけるキャッ

シュレス決済⽐率の推移であるが、年々上昇しており、これでも諸先進国と⽐較すると低

いことから、今後もさらに上昇する余地はあると考えられる。 

 

図 2-4 ⽇本におけるキャッシュレス決済⽐率の推移 

 
出所：三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2021) 

 

 デジタル技術によりコストの削減や拡張の容易化もすすみ、従来の地域通貨の懸念事項

であった経費の問題を解決できる可能性が⽣まれている。また、単なる通貨としてのみの

利⽤だけでなく、⼀つのアプリ上で他の機能と組み合わせることが可能となり、地域通貨

の新たな形が求められていると⾔える。 

 このようなデジタル技術を⽤いた地域通貨の成功例の⼀つがさるぼぼコインである。⾶

騨信⽤組合が発⾏主体の地域通貨で、図 2-5 のような仕組みで運営されている。⽐較的体
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⼒のある⾦融機関が発⾏主体となることで経費の問題を解決し、加盟店側は組合の⼝座と

紐づけることで、仕⼊れなど B to Bの取引にも地域通貨が使える仕組みとなっている。ま

た⾃治体の協⼒により市税や公共料⾦などもさるぼぼコインで⽀払うことができるため、

地域通貨の域内流通のハードルであった「加盟店側の使い道がない」問題を解決してい

る。 

図 2-5 さるぼぼコインの仕組み 

 
出所：withnews記事(2021/06/05) 

 

 また、さるぼぼコインは単なる通貨としての機能だけでなく、アプリであることを活か

して災害情報や交通情報の発信機能なども備えている。その地域の特性に合わせた、より

ミクロなプッシュ型の情報発信を⾏っているのである。 

 このように、地域通貨が通貨の枠を超えて、地域密着型の総合アプリとなる⽅向性はデ

ジタル化が進む中で⼀つの⽅向性であると考えられる。新型コロナウイルス感染症の流⾏

に関して、特にインターネット上でさまざまな情報が錯綜する現象などが⾒られた中、⾏

政からの⼀般市⺠への情報発信の重要性が再認識された。 

 すでに各⾃治体は情報発信等のためのアプリ開発などは⾏っているところも多いが、課

題としてアプリの数が多すぎる点と、利⽤者が少ない点が挙げられる。例えば、東京⼤学

本郷キャンパスのある⽂京区では、防災情報⼀⻫送信アプリ・防災地図アプリ・保育所案

内アプリの 3つが存在し、これらの情報を得るには全てインストールしなければいけな

い。これらに加えて広域⾃治体である東京都の防災アプリや東京消防庁のアプリなどが存
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在し、⾮常に煩雑となっている。 

 このような現状の中で、いつ必要になるかわからない情報を受け取るためにアプリをダ

ウンロードする市⺠は⾮常に少ないと思われる。例えばコロナ禍で、国が主導した接触確

認アプリの COCOA のダウンロード率は約 2割強程度と、⾮常に低い⽔準で推移した。 

 このように地域通貨のあり⽅の転換期を迎える中で、近年地域経済循環の促進という⾯

に偏っていた地域通貨の⽬的も再び変化していく可能性がある。その⼀つとして考えられ

るのが、地域通貨黎明期の主な⽬的であった地域内でのつながりの促進、⾒えない貢献を

可視化する、という⾯である。コロナ禍において⼈と⼈との接触が制限され、⼈とのつな

がりの重要性や孤独・孤⽴の問題が着⽬された。地域のつながりが失われつつあると⾔わ

れる⽇本において、地域通貨によって新たな形のつながりを⽣み出す可能性があると考え

る。第 3章では、その近年政策課題としても重要視されている孤独・孤⽴の問題について

考察する。 

 

3. 孤独・孤⽴対策と市⺠協働社会 

 第 2章では、地域通貨の歴史と近年の状況について述べた。第 3章では、近年各国で社

会的な問題として注⽬され、重要な政策課題として認知されるようになった孤独・孤⽴の

問題に関して、政策の観点から現状を整理し、特に⽇本における課題を確認する。その

後、孤独・孤⽴予防に重要な居場所づくりについて、海外事例なども踏まえて地域の課題

解決と関連させることができる可能性があることを⽰す。 

 

3.1. 孤独・孤⽴に関する研究 
 

 本節では、近年イギリスなどを中⼼に⾏われている孤独・孤⽴に関する研究を確認す

る。まず、孤独・孤⽴という⾔葉は⼀般的によく使われる⾔葉ではあるものの、学術的な

確⽴した定義は存在せず1、研究の都度、⽬的に応じて定義づけされている現状がある。し

かし、⼤まかに「孤独」は主観的・⼼理的なもので、「孤⽴」は客観的な状態(社会的なつ

ながりの⽋如など)、という使い分けがなされている。 

 ⼀般的に孤独・孤⽴はよくない状態であると認識されている。しかし、特に主観的なも

のである孤独については、「孤独を愛する」などの表現が存在するように、⼀概に全てよ

 
1 内閣官房孤独・孤⽴対策担当室資料「有識者、NPO法⼈等のヒアリングにおける主な
意⾒等」、令和 3 年 5⽉ 31 ⽇発表 
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くないとは⾔えない。 

 では孤独・孤⽴はどの程度よくないことなのであろうか。JO COX(2017)によるイギリ

スでの調査によると、社会的なつながりの弱さが健康に与える悪影響は⼀⽇にタバコを 15

本吸うのと同程度であるほか、社会的なつながりの喪失はイギリス経済に毎年約 4.7兆円

の損失を与えていることが⽰されている。 

 また、現代において多くの⼈が孤独・孤⽴に陥っており、特に⾼齢者において深刻であ

ることが⽰されている。同じく JO COX(2017)では、イギリスにおけるデータではある

が、75歳以上の⾼齢者のうち 3 ⼈に 1 ⼈以上が孤独感を制御できないほど感じているほ

か、360万⼈もの 65歳以上の⼈が主なつながりの⼿段はテレビであることが⽰されてい

る。 

 また、OECD(2020)によると、⽇本⼈は社会的交流の時間がOECD平均の 3分の 1 で

あることが⽰されており、内閣府(2021)によると、新型コロナウイルス感染症の流⾏によ

り、⼈々の社会とのつながりに関する満⾜度が特に⼥性において減少したことが⽰されて

いる。 

 以上のように、孤独・孤⽴がただ寂しい、といったレベルではなく、健康を害したり、

経済損失に繋がっていたりすることや、孤独・孤⽴がごく⼀部の⼈だけでなく⼀般的に⾒

られる事象であることが近年わかってきており、重要な政策課題として認知されるように

なった。次節では、孤独・孤⽴に対する政策的対応について⽇本を中⼼に確認する。 

 

3.2. 世界・⽇本の政府の対応と課題 
 

 本節では、世界・⽇本の政府が孤独・孤⽴の問題にどのように対応しているかについて

概観する。孤独・孤⽴対策に政策として先導的に取り組んだのはイギリスである。2018 年

に世界で初めて孤独問題担当⼤⾂のポストを設置し、孤独対応戦略を発表している。髙⽥

(2021)によると、イギリスの孤独対応戦略ではその⽬標を「孤独について話し合うこと

で、孤独を恥ずかしいと思う⼈を減らすこと」、「政府における政策の⽴案において、つな

がりの強化を考慮すること」、「孤独に取り組むうえで、エビデンスに基づいた改善を⾏う

こと」の 3つを掲げ、さまざまな内容の、60 を超える施策にブレークダウンされている。 

 では、⽇本においてはどのようになっているのであろうか。⽇本はイギリスに次いで世

界で 2番⽬に孤独・孤⽴対策担当⼤⾂のポストを設⽴した。⽇本における孤独・孤⽴対策

は 2021 年に始まったばかりであり、2021 年度はカンファレンスの実施や広報、ポータル

サイトの作成、有識者会議など今後の⽅針を決めるための活動が主となった。2021 年 12

⽉に孤独・孤⽴対策の重点計画を発表し、この重点計画の中にはさまざまな内容が網羅的
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に盛り込まれ、それぞれ担当の省庁に割り振られるような構成となっている。 

 しかし、⽇本で孤独・孤⽴対策政策を今後本格的に取り組むにおいて、懸念される構造

的な課題がある。まず⼀つが、現場レベルでの主体が曖昧である点である。孤独・孤⽴政

策は内閣官房が主導しているが、具体的な政策を⾏う主体は各省庁に分散している。先述

の重点計画は 150ページを超えるもので、各省庁がこれまでも⾏ってきたことのうち、孤

独・孤⽴対策に資すると思われるもの全てを盛り込み、今後も推進していくことを⽰した

に過ぎないとも捉えられるものであり、本当に現在孤独・孤⽴を抱えている⽅のニーズに

あっていたり、将来の孤独・孤⽴を減少させたりしうるものかどうかは疑問が残る。 

 また、2022 年度予算の概算要求として内閣官房が 1億 8700万円を要求している2が、そ

の内訳は実態把握の調査、NPOなどとの協⼒に関する調査、政府ホームページの改修と

なっている。内閣官房は総合調整を⾏う場所であり、実働部隊を持たないため、全般的な

広報や調査、NPO法⼈等外部団体への⾦銭⽀援などにできることが限られてくるのであ

る。 

 ⼆つ⽬が、社会のあり⽅が⼤きく変化している点である。先述の重点計画の⽅針の中で

は、既存の取り組みの連携を強化したり、官⺠の連携を強化したり、従来の「つながり」

を促進するような施策を強化したりする⽅向性が述べられている。しかし、社会のあり⽅

はここ 10 年で⼤きく変わっており、さらに新型コロナウイルスによって⽣活様式も⼤き

く変わると予想されるところである。その中で、これまで通りの施策を強化したり、これ

まで通りの「つながり」を⽀援したりする政策は効果が⼗分でない可能性がある。 

 また、孤独・孤⽴に陥るのは⼀部の⼈ではなく、誰しもが陥る可能性のあるものであ

る。よって、現在孤独・孤⽴に陥っていない⼈に対しても、予防的観点からの施策が重要

となってくる。重点計画の中でも予防の観点の重要さは述べられているが、具体策は述べ

られていない。⾏政のこれまでの性質として、何か問題が起こったら対処する、問題が発

⽣したことを当事者に申請してもらう、という傾向がある。しかし、孤独・孤⽴問題はそ

の性質上周りや当事者からも認識しづらく、また申請もしづらいため、そのような対処法

では対処できない問題である。よって、現在の社会のあり⽅に適応した、孤独・孤⽴を予

防するような政策を事前に⾏う必要があると⾔えるのである。 

 

 

 

 
2 ⽇本経済新聞オンライン 2021 年 8⽉ 26 ⽇付記事 「孤独対策 1億 8700万円 内閣官
房が概算要求 全国で実態調査」 
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3.3. 「居場所づくり」の重要性 
 

 前節では、孤独・孤⽴対策政策の現状と課題について述べた。本節では、イギリスでの

事例を踏まえて、特に孤独「予防」の観点から居場所づくりの重要性について述べる。居

場所づくりは重点計画の中でも触れられており、「多様な各種の『居場所』づくりや担い

⼿の増⼤を図る取組を推進する」とされている。 

 現代の⼈間は多くの場合、ライフステージに応じていくつかの集団に属しながら⽣活す

る。⼦供の頃は家族や学校、働き始めると会社。地域社会もその⼀つである。学校は学ぶ

場所、会社は仕事をする場所である⼀⽅で、それだけではなく、個々⼈の居場所となって

いる⾯も少なくない。⼈間にとって⾃分の居場所があると感じられることは孤独を感じな

いために重要なことである。 

 学校や会社に属している間は、⾃分の居場所について困ることは少ない。しかし、仕事

から引退し、他に社会とのつながりがなくなってしまうと、⾃分の居場所を感じられなく

なってしまうことも多い。さらに⽣活様式の変化により、リモートでの勤務やジョブ型雇

⽤なども⼀般的となり、会社に所属していても、これまでのように「メンバーの⼀員」で

あるという感覚は薄れていく可能性もある。 

 このような居場所の喪失を防ぐための取り組みとして、イギリスの“Men in Sheds”があ

げられる。定年退職などで社会とのつながりを失った⼈たちが、⽊⼯作業などを通じて⼈

と交流する場所である。多くの場合、地域の⼈が休めるベンチなど地域貢献になるような

ものを作っていることが多く、⾃分は地域に貢献している、という居場所を得る感覚も醸

成できる。 

 ⽇本においても、地域のコミュニティ促進事業などは⾏われてきた。しかし、地域との

関わりがない状態から突然イベントやボランティアなどに参加するのはハードルが⾼く、

また孤独・孤⽴に陥りやすい⼈ほど⾃主的に参加してくれることは少ないという問題も抱

えているのが実情である。これを解決するためには、現役時代から地域と⼀定のつながり

を保っておくことなどが考えられる。つまり、事前に地域に⼀定の居場所を作っておくこ

とが、孤独・孤⽴の予防の観点からも重要なのではないかということである。デジタル化

が進み、現在の現役世代はほとんどインターネットに繋がっている状況の中で、新しい形

の「居場所づくり」が求められると考えている。 

 

3.4. 市⺠協働による地域の課題解決 
 

 前節では、居場所づくりの重要性とその難しさについて述べた。本節では、その難しさ
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の解決策の⼀つとして、地域の課題解決を住⺠に担ってもらうことで居場所を感じること

ができるのではないかと考え、居場所づくりが⽬的ではないものの、市⺠と⾏政が協働し

て地域の課題解決を⾏っている例について考察する。 

 まず⼀つ⽬が、My city report for citizensの取り組みである。これは住⺠に補修が必要

な道路などの写真をアプリに投稿してもらい、道路管理のコストを削減しているものであ

る。それだけではなく、住⺠が⾃分で解決したもののレポートも「かいけつレポート」と

して募集し、それがわかるようになっている(参考：図 3-1)。このような取り組みは複数

の⾃治体で⾏われており、東京都も東京⼤学と連携してこの取り組みの試⾏を⾏ってい

る。 

図 3-1 My city report for citizens 

 

出所：My city report for citizens Webサイト 

 

 ⼆つ⽬の例は、NPO法⼈ 365ブンノイチの活動である。この法⼈は地域の⼩さいお困

りごとの解決や、まちの付加価値を⾼めていく活動を、柔軟な発想で、さまざまなクリエ

イティブの⼿段によっておこなっている。図 3-2 にあるように、落書きが酷かった場所

を、ただ消すのではなくアートで上書きして地域の名所にするなど、⾏政には難しい斬新

な⼿法で課題を解決している。 
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図 3-2 NPO法⼈ 365ブンノイチの活動の例 

 
出所：特定 NPO法⼈ 365ブンノイチWebサイト 

 

 また、⾃治体の政策に直接市⺠が協働参画する例は増えており、兵庫県朝来市では市の

総合計画を推進するにあたって、「合⾔葉づくり」をテーマに住⺠同⼠が対話を⾏なった

り、神奈川県葉⼭町では EBPMを⽬指した実証実験を住⺠協働で⾏なったりするなどの例

がある。 

 このような取り組みは、「地域のことはその地域で決める」という地⽅⾃治の考えに照

らすと、⾃治体⾏政に対する地域住⺠の「効⼒感」を醸成することにも貢献しており、さ

らには⾃分に「居場所」がある、⾃分も地域の⼀員であるという感覚を得られるのではな

いかと考えられる。また、このような取り組みがありそれが可視化されていると、頻繁に

このような取り組みに参加しなくとも、⾃分の地域のことを考えている⼈たちがたくさん

いて、⾃分もそのコミュニティの⼀員なのだ、という緩やかな連帯感を感じることができ

るのではないかと考えている。 

 

 

4. 政策提⾔ 

4.1. これまでのまとめ 
 

 第 4章では、これまでに述べてきたことを踏まえて、政策提⾔を⾏う。まず本節では第

2章と第 3章の内容を改めて整理することとする。 

 第 2章では地域通貨の歴史や地域通貨を取り巻く環境変化について述べた。その中で、

現在の地域通貨は地域内経済循環を促進するために発⾏されることが多いが、元々は地域
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のつながりを促進したり、助け合いを可視化したりするためのものであったことについて

述べた。また、デジタル化の進展により地域通貨のあり⽅も変わり、ただの通貨としてだ

けでなく、⼀つのアプリ上で複数の機能と組み合わせるような可能性が⽣じていることに

ついても触れた。 

 第 3章では孤独・孤⽴政策が近年重要な政策テーマとなっている現状を確認し、⼈々の

居場所づくりの重要性と難しさについて述べた。そして、その解決策の⼀つの⽅向性とし

て、地域の課題解決を市⺠と⾏政が協働することで、居場所づくりに役⽴つのではという

可能性について触れた。 

 

4.2. 貢献の可視化・ゆるい連帯感の源泉としての地域通貨の形 
 

 前節ではこれまでに述べてきたことを簡単に整理した。本節ではそれを踏まえて、孤

独・孤⽴対策に資するような新たな地域通貨の形を提⾔することとする。第 2章で述べた

ように、従来の地域通貨の⽬的として、⾒えなかった貢献を可視化するというものがあ

る。この⽬的は助け合いを促進することであるが、別の側⾯から⾒ると、⾃分の居場所を

感じさせたり、⾃分の周囲には同じようなことを志向する⼈たちがたくさんおり、⾃分も

その⼀員なのだというゆるい連帯感を感じさせたりする効果もあるのではないかと考え

る。 

 これを「地域の課題解決」と繋げ、地域の課題解決への市⺠の貢献を地域通貨によって

可視化できるようなプラットフォームを作ることで、住⺠の地域の課題解決への参加、ひ

いては政治・政策への参加を促進し、「効⼒感」も醸成できるとともに、「⾃分と同じ地域

のことを考えている⼈がたくさんいて、⾃分もその⼀員なのだ」というゆるい連帯感の醸

成が可能なのではないかと考える。図 4-1 はそのイメージ図である。 

 

図 4-1 新たな地域通貨の形 イメージ図 

 
出所：筆者作成 
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 事例のイメージで表現すると、第 2章で紹介したさるぼぼコインと、第 3章で紹介した

My city report for citizens を融合したようなイメージである。この仕組みが⼀般に広まれ

ば、現役時代から⼀定の地域とのつながりを感じられることになり、孤独・孤⽴の予防に

も有益な上、結果として地域経済循環も起こる可能性はあると考えている。 

 孤独・孤⽴対策は社会保障的な分野と捉えられがちであり、そのような分野は「⽀援

者」と「⾮⽀援者」という枠組みで考えがちである。つまり、孤独な⼈を⾏政が⼀⽅的に

⽀援する、という形である。しかし、少⼦⾼齢化が進み、財政の悪化も⽌まらない現状

で、そのような財政負担が今後増え続けていくような形は持続可能とはいえない。 

 「地域通貨」というある種経済的な実利も伴う形の枠組みがうまく回り始めれば、⾏政

側の負担も少なくその地域の孤独・孤⽴対策になり、ひいては地域の魅⼒を⾼めることに

もつながるのではないかと考える。 

 

4.3. 想定される課題 
 

 本節では、前節での提案の想定される課題について考察する。まず第⼀に考えられるの

が、デジタルデバイスの利⽤を前提としている点で、⼀部の⾼齢者など、そのような機器

に馴染みのない層には届かない点である。ただ、この提案は⻑期的な観点での孤独「予

防」に重点をおいた提案であり、政策のメインターゲットは現役層である。そのため、す

でに孤独・孤⽴な状態に置かれ、かつデジタルデバイスに不慣れな⾼齢者などは、別の⽅

法での孤独・孤⽴対策に任せることになると考えられる。時代が進み、現在の現役層が⾼

齢者になるにつれて、⾼齢者であってもデジタル機器を利⽤する割合は増加すると考えら

れるため、政策のカバーできる範囲は広がると思われる。 

 次に、実際に市⺠や地域の企業に使ってもらえるのかという実効性の問題が考えられ

る。この点はさるぼぼコインなどの成功事例を参考に、いかに⺠間企業を巻き込んでいけ

るかが重要であると考えられる。地域通貨の良い点として、あくまで⾏政からの⼀⽅通⾏

ではなく、地域内で循環する点が挙げられる。そのため、地域⾦融機関などの⺠間と連携

し、各主体が参加するインセンティブが⼗分にあるような仕組みづくりを各地域の実情に

合わせて⾏う必要がある。 

 また、潜在的に孤独・孤⽴に陥りやすい⼈ほど、このような仕組みを使ってくれないの

ではないかという懸念も⽣じる。政策を実際に市⺠に届ける、ある種の広報という点は⾏

政がこれまで苦⼿としてきた分野であり、抜本的な解決は難しいが、⺠間企業の⼒も借り

つつ、⾏動科学などの学術的知⾒も⽣かしてアプローチを⾏う必要がある。 
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 最後に、近年中央銀⾏によるデジタル通貨の発⾏の可能性が取り沙汰されており、⽇本

においても⽇銀が実証実験を始めるなど、将来的に導⼊される可能性もある。そうした場

合、デジタル中銀通貨と地域通貨の関係性が課題として⽣じる可能性がある。この問題に

関しては、まだ不確実な点が多く考察はあまりできないが、デジタル中銀通貨はあくまで

「通貨」としての役割のみであることを考えると、むしろ通貨だけではなく地域通貨にさ

まざまな機能を付加しようとする提案の⽅向性と競合する可能性は低いと考えている。た

だ、そのような状況になった場合の地域通貨の法的位置付けなどは慎重に検討すべきであ

ると考える。 

 

 

5. おわりに 

 本稿では、デジタル化が進む現代における地域通貨の新たな⽅向性として、近年の主流

である経済循環を促す⽬的ではなく、従来の地域のつながりや貢献の可視化といった⽬的

に再び光をあて、孤独・孤⽴対策や地域の課題解決と結び付ける⽅向性を提案した。 

 新型コロナウイルス感染症の流⾏により、地⽅への注⽬が⾼まっている。⼤きな流れと

しての⼈⼝減少は避けられないとしても、その⼤きな課題に対処する時間を作る意味でも

各⾃治体が魅⼒あるまちづくりを⾏い、市⺠をひきつけることは重要である。価値観が多

様化する中で、地域の経済を発展させることだけが地域の魅⼒を⾼める⼿段ではない。地

域通貨という⼿段の⽬的を多様化させ、それぞれの地域において魅⼒あるまちづくりに利

⽤することがデジタル化によって容易になった今、近年注⽬度の低かった地域通貨という

ツールを新たな形で利⽤する可能性が⽣じている。 

本稿では⼀つの形を提案したが、地域通貨の形や⽅式は⼀つではなく、例えば直接的に

孤独・孤⽴対策にアプローチしようとすれば、⼩さな困りごとを抱えている⼈と孤独な⼈

を直接繋ぎ、困りごとを解決してもらって、その対価として地域通過をやり取りするマッ

チングのような⽅式も考えられる。 

 最後に空想的な話ではあるが、今回の提案の「地域の課題解決」という⾯に着⽬する

と、⽴法や⾏政と市⺠の距離を縮める端緒にもなりうるのではないかと考えている。地域

通貨にさまざまな機能を付加して総合アプリ化が進み、地域の課題解決を通じて双⽅向の

コミュニケーションが可能になれば、⾏政と市⺠の対話の場としても機能することとな

る。地域の課題「解決」の主体を市⺠にも委譲していくだけでなく、将来的に課題「設

定」の主体の市⺠移譲も進む可能性がある。 

 議会制⺠主主義をとる⽇本において、選挙で選ばれた議員がある種市⺠の代理⼈として
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政治を⾏なっていく。その選挙によって政策議題に対する市⺠の選好を集約できるという

建て付けになっているが、その前段階である政策の議題設定において、⺠主的な⼿続きが

とられているとは⾔い難い⾯もある。理論上は、政治家が市⺠の声を聞いて政策議題に反

映させていくことになっているが、必ずしもうまくいっているとはいえず、例えば待機児

童問題のように、近年は SNS 等のインターネット上で問題の当事者が声を上げ、それによ

って重要な政策議題だと認識されることもある。 

 今回の提案の⼀つの側⾯である、「地域の課題解決の主体を市⺠に少し移譲し、その貢

献を可視化する⼿段として地域通貨を使う。それがゆるい連帯感につながる」という点か

ら⾒ても、将来的に課題設定のところまで市⺠の関与する範囲が広まれば、ますます住⺠

の「効⼒感」は⾼まる可能性もある。⼈間は消費することによってのみ幸福を感じるわけ

ではない。課題解決や課題設定という、ある種の⽣産活動によって住⺠の幸福が増加する

だけでなく、地域のことはその地域で決めるという地⽅⾃治の考えにますます合致した地

域のあり⽅となっていく可能性もあるのではないだろうか。 
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